
 「下水道の日」は、日本の下水道の全国的な普及を図る活動として、1961 年「全国下水道促進デー」として始まり、

2001 年からはより親しみやすい「下水道の日」に名称が変更されました。

 下水道には生活排水を浄化し海や川に返すほかに、「雨水の排除」の役割もあります。1 年を通して短時間に雨が

多く降る 8 月～ 10 月の台風シーズンのなかでも、立春から数えて 220 日目にあたり昔は大きな台風が来る日とさ

れていた 9月 10 日が「下水道の日」と定められました。

「下水道　みえないところで　ファインプレー」

　をスローガンに、今年も全国各地で下水道関連行事等が開催されます。

下水道は、わたし達の生活に必要不可欠な、「水」をきれいにするための重要な役割を果たします。

 石垣市においても 9月 13 日よりパネル展示を行う予定となっていますので、この機会に下水道の

役割や下水道整備の大切さについて考えてみませんか。

毎年９月１０日は「下水道の日」です！（第６３回下水道の日）

重要土地等調査法に関するお知らせ

【問合せ先】　下水道課　0980-82-1537

＜内閣府からのお知らせ＞

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛

関係施設等の周囲おおむね 1,000ｍの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」とし

て指定することとされていますが、７月 12 日に市内の一部の区域を指定し、８月 15 日に施行しました。指定され

た区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特

別注視区域」内において面積が 200 ㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しく

は内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【特別注視区域※】

石垣駐屯地を中心とした周囲おおむね 1,000 メートルの区域

【注視区域※】

石垣海上保安部（船舶係留施設含む）を中心とした周囲おおむね 1,000 メートルおよび石垣島（一）「平久保崎」、

石垣島（二）「トムル岳東側海岸沿い」、石垣島（三）「白保の海岸沿い」、石垣島（四）「川平石崎」の周辺の区域

※具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。

【内閣府重要土地等調査法コールセンター ☎0570-001-125（平日 9:30 ～ 17:30）

ＨＰ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

■老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります

 ✔ 65 歳以上である

 ✔ 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている

 ✔ 年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります

 ✔ 前年の所得額が約 472 万円以下である

① 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

　 お受け取りの対象になる方には、日本年金機構より 9月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。

　 同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。原則、お手続きいただいた翌月

　 分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

✔ 日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、　

 手数料などの金銭を求めることもありません。

『給付金専用ダイヤル』：0570-05-4092（ナビダイヤル）

対象となる方

請求手続き

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するた

めに、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

不審な電話や案内にご注意ください。

年金給付金 検索

② 年金を受給しはじめる方

　 年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。

年金生活者支援給付金制度について

請求手続きは
お早めに！




